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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年６月１９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月２日 １１時２０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎
お ま えざ き

市御前埼南方沖 

 御前埼灯台から真方位１７５°１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３４.６′ 東経１３８°１３.６′） 

事故の概要 漁船海宝
かいほう

丸は、北東進中、また、遊漁船裕
ゆう

洋
よう

丸は、錨泊中、両船が

衝突した。 

裕洋丸は、船長及び釣り客３人が負傷し、左舷中央部外板の亀裂等

を生じ、海宝丸は、船首部船底外板の圧壊等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 海宝丸、４.９トン  

ＳＯ３－２１６４５（漁船登録番号）、個人所有 

９.９１ｍ（Lr）×２.７７ｍ×１.１８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３２３.６２kＷ、平成３年７月 

第２４２－１６６５４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 裕洋丸、４.８トン  

ＳＯ３－１９８６７（漁船登録番号）、個人所有 

１０.８６ｍ（Lr）×３.０８ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.５０kＷ、平成１年７月２６日 

第２４２－１４２１６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和５１年１月３０日 

    免許証交付日 平成２７年１２月９日 

        （令和３年２月２３日まで有効）    

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年１２月２６日 

    免許証交付日 平成２７年１２月９日 

           （令和３年２月２０日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ４人（船長Ｂ及び釣り客３人） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板が圧壊、右舷船首部外板に破口 

Ｂ 操舵室上部に破損、左舷中央部外板に亀裂を伴う凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成３０年５月２日０３時３５

分ごろ御前崎市御前崎港を出港し、同港南方沖１５Ｍ付近で漁を行っ

た後、１０時２０分ごろ帰途につき、約１０ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で自動操舵により北東進していた。 

船長Ａは、１１時００分ごろ後部甲板で漁具を片付けた後、操舵室

に入って同室左舷の操縦席に腰を掛け、約１３kn に増速したところ、

船首が浮上して正船首左舷約４°から右舷約１１°までの範囲に死角

が生じたのを見た。 

船長Ａは、増速前に船首方を見て他船を見掛けなかったので、前路

に他船はいないと思い、操縦席に腰を掛けた姿勢のまま北東進し、１

１時２０分ごろ衝撃を感じて主機を中立運転としたところ、船首方至

近にＢ船を認め、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知った。 

船長Ａは、Ｂ船の安否を確認しようと船首部に移動し、右舷船首付

近に落水した釣り客１人を認め、同釣り客が船長Ｂ及び他の釣り客に

よりＢ船に引き上げられたのを確かめた後、所属する漁業協同組合を

通じて海上保安庁に通報するとともに救急車を要請した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、０５時３０

分ごろ御前崎港を出港し、釣り場に至って釣り客に釣りを始めさせ、

その後、釣れる場所を求めて移動を繰り返し、１１時００分ごろ船首

から錨を投下した後、黒色の球形形象物を表示して主機を停止し、船

首を西に向けた状態で錨泊を開始した。 

船長Ｂは、周囲を見張りながら釣り客に釣りを行わせていたとこ

ろ、左舷船首方にＢ船に向かって直進するＡ船を認め、Ｂ船の付近で

釣りを行うために接近している仲間の遊漁船であり、いずれ停止する

だろうと思い、様子見を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、約４００ｍの距離に接近してもＢ船に向かって

直進を続けているＡ船を見て衝突の危険を感じ、主機を前進としてＡ

船を避けようとしたものの、Ａ船と衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、共に自力で航行して御前崎港に入港し、着岸し

た。 

船長Ｂ及びＢ船の釣り客全員は、救急車で病院に搬送されて受診

し、釣り客の１人が肋
ろっ

骨骨折等と、船長Ｂ及び落水した釣り客を含む

他の釣り客２人が頭部及び腰部等の打撲等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 
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 その他の事項  船長Ａは、ふだん、約１２kn 以上に増速すると船首方に船首浮上に

よる死角が生じるので、操舵室の両舷の窓から適宜顔を出して船首方

を見るようにしていた。 

船長Ａは、本事故時、船首浮上により死角が生じた後、死角外から

死角に入る他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないと思

い、操舵室の両舷の窓から顔を出して船首方を見なかった。 

船長Ｂは、本事故前、Ｂ船の付近でよく釣れるようになったという

情報を仲間の遊漁船に向けて携帯電話で発信していたので、Ｂ船に向

かって直進するＡ船を初めて見たとき、Ａ船が同情報を受信した仲間

の遊漁船であり、いずれＢ船の付近で停止するだろうと思った。 

船長Ｂは、Ａ船との衝突の危険を感じたとき、Ｂ船に備えていた汽

笛を吹鳴する時間的余裕はないと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、御前埼南方沖を北東進中、船首浮上による死角が生じた状

況下、船長Ａが、船首方に他船はいないと思って航行を続けたことか

ら、前路で錨泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ａは、増速する前に船首方に他船を見掛けなかったこと、増速

により船首が浮上して死角が生じた後も死角外から死角に入る他船を

見掛けなかったことから、船首方に他船はいないと思ったものと考え

られる。  

Ｂ船は、御前埼南方沖で錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって直進す

るＡ船を認めた際、Ａ船が、Ｂ船の付近で釣りを行う仲間の遊漁船で

あり、いずれ停止すると思い、様子見を続けたことから、Ａ船との衝

突を避ける措置が遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、御前埼南方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、船首浮上による死角が生じた状況下、船首方に他船は

いないと思って航行を続けたため、前路で錨泊中のＢ船に気付かず、

また、船長Ｂが、Ｂ船に向かって直進するＡ船を認めた際、Ａ船が、

Ｂ船の付近で釣りを行う仲間の遊漁船であり、いずれ停止すると思

い、様子見を続けたため、Ａ船との衝突を避ける措置が遅れ、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首浮上により死角が生じた場合、死角を補えるように見張る位

置を変えて常時適切な見張りを行うこと。 

・錨泊中、接近する船舶に対しては、早期に、汽笛等の有効な音響
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による信号を行って注意喚起するとともに、必要に応じて衝突を

避ける措置をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


